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平成２８年度第１回千葉市消費生活審議会議事録 

 

１ 日 時  平成２８年８月１日（月） １４時～１６時 

２ 場 所  消費生活センター ３階 研修講義室 

３ 出 席 者 《委 員》 

         飯森幸弘委員、石戸光委員、久保桂子委員、清水佐和委員、 

大久保雄子委員、小川善之委員、笹尾京子委員、余語一晃委員、 

谷一暢樹委員、豊田隆信委員、鈴木和幸委員、髙山玲子委員、 

山岸彰委員 

（欠席者：河野功委員、善名孝子委員） 

《事務局》 

 丸島生活文化スポーツ部長、角川消費生活センター所長 

大八木所長補佐、宮内消費者教育班主査、松井相談・指導班主査 

４ 議 事 

（１）会長及び副会長の選任について 

（２）苦情処理部会の設置及び部会長の選任について 

（３）第３次千葉市消費生活基本計画の策定について（諮問） 

５ 報 告 事 項 

（１） 第２次千葉市消費生活基本計画に基づく平成２７年度事業実績及び平成２８年度 

実施予定について 

（２） 千葉市消費者教育推進計画に基づく平成２７年度事業実績について 

（３） 平成２７年度消費生活相談の概要について 

（４） 平成２８年度主要事業（消費生活センター）について 

６ 議事の概要 

（１）会長及び副会長の選任について 

   委員の互選により、会長に飯森幸弘委員、副会長に石戸光委員が選任された。 

（２）苦情処理部会の設置及び部会長の選任について 

   苦情処理部会の委員に飯森幸弘委員、清水佐和委員、笹尾京子委員、豊田隆信委員、

善名孝子委員が選任され、苦情処理部会長に飯森幸弘委員が選任された。 

（３）第３次千葉市消費生活基本計画の策定について（諮問） 

   第３次千葉市消費生活基本計画の策定について諮問が行われ、基本計画検討部会の

設置が決定され、飯森幸弘委員、石戸光委員、久保桂子委員、大久保雄子委員、小川

善之委員、余語一晃委員、河野功委員、谷一暢樹委員、髙山玲子委員、山岸彰委員が

選任され、基本計画検討部会長に飯森幸弘委員が選任された。 

（４）報告事項 

①第２次千葉市消費生活基本計画に基づく平成２７年度事業実績及び平成２８年度実
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施予定について 

   第２次千葉市消費生活基本計画に基づき平成２７年度に各所管部局にて実施した

施策・各項目の評価や平成２８年度の実施予定について、配布資料に基づき事務局か

ら説明を行い、その後質疑応答がなされた。 

②千葉市消費者教育推進計画に基づく平成２７年度事業実績について 

   千葉市消費者教育推進計画に基づき平成２７年度に各所管部局にて実施した施策

や各項目の評価を、配布資料に基づき事務局から説明を行い、その後質疑応答がなさ

れた。 

③平成２７度消費生活相談の概要について 

   平成２７年度の本市の消費生活相談の概要について、配布資料に基づき事務局から

説明がなされた。 

④平成２８年度主要事業（消費生活センター）について 

   第３次千葉市消費生活基本計画策定等、平成２８年度の消費生活センター主要事業

について、配布資料に基づき事務局から説明がなされた。 

７ 公開状況 

  ・会議は公開。（傍聴人：１人） 

８ 審議会の成立について 

  ・委員１５人のうち半数以上である１３人が出席し、審議会は成立。 

 

議題（１）会長及び副会長の選任について 

（仮議長（生活文化スポーツ部長）） 

 それでは、会長及び副会長について、ご推薦いただけますでしょうか。 

 

（久保委員） 

 会長には、前年度に引き続いて、消費生活審議会の委員経験があり、また、学校教育に

精通している飯森委員が適任だと思います。副会長についても、前回に引き続いて、国や

他の地方公共団体の委員等で、委員や委員長の経験が豊富な石戸委員にお願いしてはいか

がでしょうか。 

 

（仮議長） 

 ただいま、会長には飯森委員、副会長には石戸委員が推薦されましたが、いかがでしょ

うか。 

 

＜各委員 異議なし＞ 
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（仮議長） 

 それでは、会長は飯森委員、副会長は石戸委員にお願いすることといたします。 

 

議題（２）苦情処理部会の設置及び部会長の選任について 

（飯森議長） 

 議題（２）「苦情処理部会の設置及び部会長の選任」について事務局より説明願います。 

 

（角川消費生活センター所長） 

 議題２「苦情処理部会の設置及び部会長の選任」について説明いたします。 

苦情処理部会は、裁判外紛争処理機関として消費者から申し出のあった、事業者との間

の取引に関して生じた苦情の処理に関するあっせん又は調停を行うため、消費生活条例第

３６条第６項の規定に基づき設置するものでございます。   

苦情処理部会の役割としては、具体的には、消費生活相談員の対応では解決困難な事案

について、消費生活審議会が、消費者と事業者の間に入って様々な助言、調整を行い、当

該事案に即した当事者間の合意により解決を図る「あっせん」の手続きを行います。さら

に「あっせん」によっても解決が困難な場合には、消費生活審議会が、その中立公正な立

場から一定の解決方法を提案し、消費者と事業者の双方に示してその受諾を勧めることに

より解決を図る「調停」の手続きを行います。 

 苦情処理部会委員につきましては、消費生活条例施行規則第２５条第１項に、「会長が

指名する委員１０人以内で組織する」と規定しております。 

また、部会長につきましては、同条第２項に「当該部会に属する委員の互選により定め

る」と規定しておりますので、部会委員の指名及び部会長を選任していただきたいと存じ

ます。 

以上、議題２の説明を終わります。 

 

（飯森議長） 

 苦情処理部会につきましては事務局説明のとおり、条例に基づき必要とのことでござい

ますので、早速委員の選任に入りたいと思います。 

まず、委員について、事務局に案がありましたら提示してください。 

 

（角川消費生活センター所長） 

それでは、事務局案を配付させていただきます。 

＜事務局案を配付＞ 

ただいま、お配りした事務局案より５人の委員を読み上げさせていただきます。 

飯森幸弘委員、 清水佐和委員、 笹尾京子委員、 豊田隆信委員、善名孝子委員、 

以上の５名でございます。 
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なお、事務局（案）作成におきましては、委員数を５名としました。 

前回と同様に委員を「学識経験者」、「消費者」、「事業者」、「関係行政機関の職員」

の各部門から選出させていただき、部会の事務を遂行していただくにあたり、バランスの

よいご意見をいただけるよう配慮させていただきました。以上です。 

 

（飯森議長） 

それでは、事務局から提案がありましたが、皆様、ご意見、ご質問があればお願いしま

す。 

 

＜各委員 異議なし＞ 

 

（飯森議長） 

それでは、委員については、事務局案のとおり決定します。 

続きまして、部会長の選出ですが、部会長については当該部会に属する委員の互選によ

り定めることが決められています。部会の委員になった５名の中で、ご意見、ご質問があ

ればお願いします。 

 

（清水委員） 

 部会長については、消費生活審議会の委員として経験の豊富な飯森委員にお願いしては

いかがでしょうか。 

 

（飯森議長） 

 ただいま、私をご推薦いただきましたが、皆様、ほかにご意見はございますか。 

 

＜各委員 異議なし＞ 

 

（飯森議長） 

 それでは、苦情処理部会の部会長には、私が就任させていただきます。なお、本日欠席

の委員につきましては、審議会終了後に苦情処理部会の委員の就任について、事務局より

連絡をお願いします。以上で議題２についての検討を終わります。 

 

議題（３）消費者教育の推進について（諮問） 

（飯森議長） 

続きまして、議題３「第３次千葉市消費生活基本計画の策定について（諮問）」は事務

局より説明願います。 
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（事務局） 

 それでは、議題３「第３次千葉市消費生活基本計画の策定について（諮問）」につきま

しては、諮問書を部長の丸島より飯森会長にお渡しさせていただきます。 

 

（丸島生活文化スポーツ部長） 

＜諮問書を朗読＞ 

 千葉市消費生活審議会 会長 様 

 千葉市長 熊谷俊人 

 第３次千葉市消費生活基本計画の策定について（諮問） 

 千葉市民及び千葉市に関わる全ての人々が、消費生活の安定及び向上により安全で安心

できる暮らしを目指すとともに、公正で持続可能な社会の形成に積極的に参画する、自ら

考え行動する自立した消費者として成長するため、千葉市消費者教育推進計画を統合した

第３次千葉市消費生活基本計画を策定するにあたり、千葉市消費生活条例（平成１８年千

葉市条例第１０号）第３６条第２項第１号の規定に基づき、審議会のご意見をいただきた

く、ここに諮問いたします。 

＜諮問書を手渡し＞ 

＜諮問書（写）を各委員に配布＞ 

 

（飯森議長） 

ただいま、諮問書をお受けしました。委員の皆さんのお手元にも事務局より写しを配ら

れたと思いますが、内容について、事務局より説明願います。 

 

（角川消費生活センター所長） 

 諮問書の趣旨について説明いたします。 

もともと平成２７年度に千葉市消費者教育推進計画を策定するにあたり、その終期を第

２次千葉市消費生活基本計画と合わせ平成２８年度を終期としました。その後第３次千葉

市消費生活基本計画を策定することを予定しておりました。 

今回、第３次千葉市消費生活基本計画の策定にあたりましては、千葉市民及び千葉市に

関わる全ての人々が、消費生活の安定及び向上により安全で安心できる暮らしができ、ま

た、そのために消費者教育を進め、自ら考え行動できる消費者を育てることを目標にして

おります。 

消費生活審議会におかれましては、消費生活審議会に基本計画検討部会を設置の上、既

存の２つの計画の統合について、ご審議いただきたいと考えております。 

なお、今後のスケジュールについてですが、２回程度部会を開催し、検討を行います。

その後、審議会での審議、答申及びパブリックコメントを経て、事務局としては平成２８

年度末までに計画を策定したいと考えております。 
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（飯森議長） 

それでは、本審議会では、事務局の提案のとおり、基本計画検討部会を設置したいと思

います。 

基本計画検討部会の委員について、事務局に案がありましたら提示してください。 

 

〈事務局（案）配付〉 

 

（角川消費生活センター所長） 

基本計画検討部会の事務局案を読み上げさせていただきます。 

飯森幸弘委員、石戸光委員、久保桂子委員、大久保雄子委員、小川善之委員 

余語一晃委員、河野功委員、谷一暢樹委員、髙山玲子委員、山岸彰委員、 

以上１０名でございます。 

 基本計画検討部会につきましては、様々な分野からの意見をいただくため、委員数につ

いては１０名としました。「学識経験者」「消費者」「事業者」「関係行政機関の職員」

の各部門から選出させていただきました。 

 

（飯森議長） 

では、基本計画検討部会の委員ですが、事務局の提案でよろしいでしょうか。ご意見、

ご質問があればお願いします。 

 

＜各委員 異議なし＞ 

 

（飯森議長） 

それでは、基本計画検討部会の委員は、消費者教育推進部会の委員は、私のほか、 

石戸委員、久保委員、大久保委員、小川委員、余語委員、河野委員、谷一委員、 

髙山委員、山岸委員、の１０名にお願いしたいと思います。 

次に部会長についてですが、当該部会に属する委員の互選により定めることが決められ

ています。部会の委員になった方で、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（久保委員） 

 この部会は計画の策定に係るものですので、部会長につきましては、千葉市消費者教育

推進計画策定においても部会長としての経験がございます飯森委員にお願いしたいと思い

ます。皆様いかがでしょうか。 

 

＜各委員 異議なし＞ 
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（飯森議長） 

部会長に私を推薦していただき、異議がないようなので進めさせていただきます。 

それでは、基本計画検討部会の部会長には、私が就任させて頂きます。 

以上で議題３についての検討を終わります。 

なお、本日欠席の委員につきましては、審議会終了後に基本計画検討部会の委員の就任

について、事務局より連絡をお願いします。 

 

（１）第２次千葉市消費生活基本計画に基づく平成２７年度事業実績及び平成２８年度実

施予定について 

（飯森議長） 

 次に、報告事項１「第２次千葉市消費生活基本計画に基づく平成２７年度事業実績及び

平成２８年度実施予定」について事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

 それでは、担当より説明させて頂きます。 

 消費生活センターでは、市民の消費生活の安定及び向上を図り、市民の安全で安心でき

る暮らしの実現のため、消費生活相談や、消費者教育、計量検査業務を行っていますが、

消費生活施策推進のために基本計画を策定し、事業を実施しています。 

第２次千葉市消費生活基本計画の概要について、ご説明します。 

まず、消費生活とは、商品の購入やサービスの利用に関するものです。範囲も広いため、

企画・財政・会計等市民生活に直接関わりのない部局を除き、市のほとんどの部局が消費

生活に関する施策を実施しています。 

第２次千葉市消費生活基本計画は、消費生活に関する施策を推進するために、条例の基

本理念で定めた７つの消費者の権利を基礎として作成されています。 

１ 消費者教育において生命、身体及び財産を侵されない権利 

２ 商品及びサービスについて適切な表示等が行われていることにより、適切な選択が

できる権利 

３ 適切な取引環境の下で取引を行う権利 

４ 消費生活において不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済される権利 

５ 消費生活を自立して営む上で必要な知識について学習し、及び教育を受ける機会が

提供される権利 

６ 消費生活を営む上で必要な情報を適切かつ迅速に知ることができる権利 

７ 自らの意見が消費者施策に十分反映される権利 

基本計画はこの７つの権利を確保するため、５つの基本的方向を定めています。 

基本的方向１「消費生活の安全・安心の確保」、基本的方向２「消費者被害の防止及 

び救済」、基本的方向３「消費者の年齢その他の特性に関する配慮」、基本的方向４「消



 

- 8 - 

費者の自立支援」、基本的方向５「複雑・多様化する社会への対応」となっています。 

これら５つの基本的方向には、それぞれに課題と個別施策を掲げ、さらに課題ごとに 

数値目標や指標を設定しております。 

それでは、基本計画について、基本的方法ごとに個別施策の状況を抜粋してご説明しま

す。これから、基本計画の２７年度事業実績と２８年度実施予定を基に説明していきます

が、施策に中には消費者教育推進計画と施策が重なるものもありますので、そういった施

策につきましては、合わせて説明していきます。 

基本的方向１の施策について抜粋して説明します。基本計画の通番２は食品に関するも

ので、生活衛生課の施策です。食の安全性に関する講演会及び、平成２８年度千葉市食品

衛生監視指導計画に関する意見交換会を実施するということで、平成２８年２月３日に講

演会・意見交換会を同時開催し、３３名の参加がありました。また、指導計画についての

パブリックコメントも実施し、２名から１６件の意見が出ています。評価はａです。 

なお、基本計画における評価については、参考１に記載がありますが、平成２７年度当

初に立てた計画（実施予定）を基準として、各課が判断しています。 

平成２８年度の実施予定ですが、平成２７年度と同様に、引き続き食の安全性に関する

講演会と計画に関する意見交換会を実施します。 

なお、この施策については、講演会に関する内容を含むことから、消費者教育推進計画

においても位置づけをしております。消費者教育推進計画上の評価はｂとなっていますが、

これは消費者教育推進計画の評価基準が計画開始の前年度である平成２６年度の実績と比

較して評価をすることになっているため、基本計画の評価とは異なる結果になっています。 

なお、評価に当たっては、参考３のとおり、原則として数値等客観的な指標で判断して

います。 

通番１２は住まいに関するもので住宅政策課の施策です。木造住宅及び分譲マンション

の耐震改修に関する助成制度を実施するもので、平成２７年度は木造住宅２０戸と分譲マ

ンション１棟の耐震改修助成を行いました。評価はｂです。平成２８年度の実施予定です

が、今までの補助の他に、地震から市民の生命・身体を守るため、二段階工事や耐震シェ

ルター設置の助成制度を開始しました。 

通番２４は適正な計量の推進に関するもので、消費生活センターの施策です。肉や野菜

など、計量販売している商店街に中元期・年末年始に立ち入り調査を行い、商品の量目の

検査を実施しました。６６戸３，６９９個の検査を実施し、不適正個数率は１．４％でし

た。評価はａです。平成２８年度も平成２７年度同様に実施していきます。 

通番３０は生活関連商品の安定供給に関するもので、危機管理課と消費生活センターの

施策です。市内で大規模災害が発生しなかったため、消費生活センターでは特別な対応は

実施しませんでしたが、危機管理課では避難生活における生活物資の供給を確保するため、

２事業者と新たに協定を締結しました。評価はａです。平成２８年度も引き続き事業者の

協力を促していきます。協定先は（株）セブンイレブンジャパンと（株）ローソンです。 



 

- 9 - 

基本的方向１は以上です。 

 

（飯森議長） 

 ただ今、基本的方向１について事務局から実施状況について説明がありました。委員の

皆様よりご意見、ご感想等いただけますでしょうか。 

 

（久保委員） 

 通番２４について、消費生活センターの施策でａの評価は構わないが、消費者の立場で

不適正個数５３個が気になります。以前確認したところ、どのような原因であったか、並

べている間に蒸発してしまうなど、聞いたように思います。今回はどのような原因で不適

切個数が５３出たのか説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 年末年始等に立ち入って検査すると、委員のおっしゃられるとおり、野菜が乾燥したり、

魚の水分が蒸発したり、若干合わなくなることがある。また包装部分を計量から引かなけ

ればならないが、その設定が甘い事業所もありました。 

 

（飯森議長） 

 ほかにご質問等はございますか。特にないようですので、事務局は基本的方向２の説明

をお願いします。 

 

（事務局） 

 基本的方向２から抜粋して説明したいと思います。 

 通番３４は私ども消費生活センターが発行する「暮らしの情報いずみ」に関するもので

す。これは消費者被害等、消費者の役に立つ情報を提供するためのもので、奇数月に発行

しています。平成２７年度は町内自治会や医院への配架への働きかけを行い、特に町内自

治会から多くの申し込みがありました。平成２８年度も引き続き市内の各団体に対して、

働きかけを行いますが、昨年度に引き続き特集号を作成し、個人への啓発についても配慮

していきたいと思います。評価はａです。なお、消費者教育推進計画でも位置づけをして

います。昨年度は働きかけの結果、配布場所が５６３箇所となり、２７２箇所の増となり

ました。評価はａです。 

 通番４０は消費生活センターと高齢福祉課の施策で、成年後見制度に関するものです。

消費生活センターでは暮らしの巡回講座における情報提供や、消費者サポーター養成講座

に成年後見支援センターの講師を招くなどの対応を行いました。また高齢福祉課では成年

後見支援センターを通じて相談を受けたほか、チラシの配布や講演会などにより周知を図

りました。平成２８年度は両課とも引き続き、情報提供等、周知を実施していきます。 
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 なお、消費者教育推進計画においてもこの施策については位置づけをしています。評価

はｂでした。 

 通番４３について、こちらも消費生活センターの施策で、千葉市高齢者等悪質商法被害

防止ネットワーク会議との連携に関するものです。この会議は、市役所内の高齢福祉課等

高齢者に関連する事業を実施している課と、千葉市民生委員児童委員協議会、千葉市地域

包括支援センターなどから構成されています。消費生活センターでは、構成員からのから

の情報提供を受け、様々な場所で消費生活センターの機能周知を行いました。評価はａで

す。平成２８年度も連携を強め、啓発を実施していきます。 

 通番５０も消費生活センターの施策で、電子メールによる相談に関するものです。消費

生活センターでは、来所や電話の他、電子メールにより消費生活相談の受付を行っていま

す。平成２７年度は１９件の相談に対応しました。評価はｂです。また、潜在的な相談者

を掘り起こすために、ホームページや市政だよりでの周知も図っており、平成２８年度も

実施していきます。基本的方向２は以上です。 

 

（議長） 

 基本的方向２について、ご意見、ご感想等ありましたらお願いします。 

 

（久保委員） 

 通番５０の電子メールによる消費生活相談の受付は、新規事業でしょうか。私どもが教

えている学生も電子メールで相談できるので素晴らしいと思います。新規事業ということ

もありますので、評価はａで良いのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 資料では新規事業となっていますが、これは第２次基本計画策定時の新規事業を「新規」

として表示しているものです。評価は前年度相談件数との比較で行っております。 

 

（笹尾委員） 

 通番３４の暮らしの情報いずみの効果的な配布ですが、暮らしの情報いずみは内容もわ

かりやすく良いと思います。最近は市政だよりなどもコンビニエンスストアに配架されて

おり、暮らしの情報いずみもコンビニエンスストアに配架されれば、周知が進むのではな

いかと思います。 

 

（事務局） 

 配架スペースの都合もあることから、現在コンビニエンスストアでの配架の予定はない

ですが、直近では市内の病院に配架をお願いしました。今後も様々な団体に働きかけを行

い、周知を進めていきたいと考えております。 
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（飯森議長） 

 他に意見質問がありませんか。無いようなので、引き続き基本的方向３～５及び事業実

績全体の評価について、事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

 通番５７は消費生活センターの施策で、若年者に対する情報提供に関するものです。平

成２７年度実績としては、関東甲信越ブロック悪質商法若者被害共同防止キャンペーンに

おいて、若年者が多い学校等の施設にポスターやリーフレットを配布したほか、連携講座

やキャンペーンを実施しました。また、啓発活動としては、生活協同組合コープみらいの

協力を得て、若年者が多く訪れるきやっせ物産展での啓発や私たち消費生活センター１階

や各区役所を巡回するなど展示による活動を行いました。評価はａです。平成２８年度も

引き続き啓発を実施していきます。なお、消費者教育推進計画において、特に若年者を対

象とした施策としては、大学と連携した消費者被害防止に関する取り組みがあります。平

成２７年度は講座を５回実施して、参加者数は延べ１，３７３人でありました。また大学

との連携ではないのですが、消費生活講座において千葉大学落語研究会の学生に、消費生

活講座を開催した際に消費者被害を題材とした創作落語をしていただいたこともありまし

た。 

 通番６７は教育委員会指導課及び教育センターの施策です。学校における消費者教育を

推進するため、指導用資料の活用を図るということで、両課とも教員に対する研修を実施

しています。平成２７年度は既存の指導用資料の活用に関するもので、いずれも評価はｂ

でした。平成２８年度は消費生活センターが事務局を務める消費者教育ワーキンググルー

プにおいて、指導課や教員の協力の下、作業部会を設置し、社会に出て消費者トラブルに

巻き込まれることが懸念される知的障害のある児童が在籍する、特別支援学級向けの教材

作成を検討する予定です。なお、この施策については消費者教育推進計画においても位置

づけをしております。 

 通番６８は焼却ごみ１／３削減に向けた普及啓発活動に関するもので、廃棄物対策課の

施策です。具体的には年間焼却ごみ量２５４，０００トン以下にすることを目標とし、目

標自体は平成２６年度に達成されています。そこからさらなるごみの減量・再資源化をめ

ざし、大学生のボランティアグループ「ちばくりん」との連携による啓発活動やごみ減量

チラシのポスティングを実施しています。評価はａです。平成２８年度は、雑誌分別や生

ごみの減量を主要テーマとして、ＰＲを実施していきます。なお消費者教育推進計画にお

いても、エコレシピ料理の普及啓発活動や、ちばくりんとの連携が位置づけられています。

なお、大学生ボランティアグループと日程調整がつかない啓発が多く、実施回数が平成２

６年度よりも大きく減少したため、評価はｃです。 

 続きまして「第２次千葉市消費生活基本計画 平成２７年度事業実績評価一覧」につい

てご説明いたします。 
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 参考資料の１と２をご用意ください。 

参考１について、施策ごとの評価は冒頭に説明したとおりです。さらに、各担当課が行

った評価を項目ごとに合計し、当該項目の事業数で割った平均値を算出し、同値をもって、

項目評価を大文字のＡからＤで表します。 

 次に参考２をご参照ください。事業実績の全体を通しての状況ですが、まずは関係各課

による事業別の評価では、評価対象９２件のうち、ａの「計画どおりに達成できた」は５

０件、ｂの「実施し、ほぼ計画通りに達成できた」は４０件、ｃの「実施したが計画に大

きく及ばなかった」及びｄの「実施しなかった」は０件、該当する事業が発生しなかった

ものが２件という結果でした。 

 そして、これらの全体を「項目評価」でみますと、Ａの「順調に取り組まれた」が１８

件、Ｂの「概ね取り組まれた」が７件でございます。 

 第２次千葉市消費生活基本計画に基づく平成２７年度事業実績については以上でござい

ます。 

 

（飯森議長） 

 それでは、基本的方向３～５及び事業全体の評価について、ご意見、ご感想等いただけ

ますでしょうか。 

 

＜各委員 意見・質問なし＞ 

 

（飯森議長） 

 意見・質問がないようなので、報告事項１については、以上とします。 

引き続き、報告事項２「千葉市消費者教育推進計画に基づく平成２７年度事業実績」に

ついて事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

 それでは、千葉市消費者教育推進計画の概要について、ご説明いたします。 

千葉市消費者教育推進計画は、消費者教育を総合的かつ一体的に推進することにより、

千葉市に関わる全ての消費者が「自ら考え行動する自立した消費者」に成長することを目

的として策定されました。計画の位置づけは、第２次千葉市消費生活基本計画の下位計画

です。 

 本計画の体系について説明します。本計画は４つの大分類から構成されています。大分

類１「消費者被害防止のための教育」、大分類２「自立した消費者になるための教育」、

大分類３「事業者及び事業所への教育」、大分類４「担い手の育成・支援」となっていま

す。これらの大分類の下には、それぞれ小分類を設け、その下に消費者教育担当課が実施

する個別施策を位置づけ、消費者教育を総合的かつ一体的に推進します。 
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 なお、大分類１と大分類４については、高齢者を中心とした消費者の財産被害が増加す

る現代社会において、消費者被害の防止は、市が取り組むべき喫緊の課題であること、ま

た多様な教育分野が関連する消費者教育には多くの担い手が存在し、それらの担い手を育

成することは消費者教育の推進に大きく貢献することから、大分類１と大分類４を重点課

題として設定しています。 

 それでは、個別施策について説明します。一つ目は、重点課題である「消費者被害防止

のための教育」、「事業者及び事業所への教育」、「担い手の育成・支援」に関する施策

を説明します。番号１１は地域包括ケア推進課の施策で、認知症の方の見守り体制の構築

のための認知症サポーター養成講座に関するものです。これは、市民を対象に認知症の方

に関する理解を広めることを目的とするもので、悪質商法被害の防止につながることから

消費者教育推進計画に位置付けられています。平成２７年度の実績ですが、小・中学校合

計１２校で講座を開催できたことから、前年度に比べて受講者数が大幅に増加しており、

評価もａになっています。 

 次に「自立した消費者になるための教育」、「担い手の育成・支援」に関する施策とし

て、番号４９の教育委員会保健体育課の学校給食に関する施策です。地産地消の推進のた

め、関係機関や農政課と連携し、市内産農産物を取りいれた学校給食を実施しました。平

成２７年度の実績ですが、１６７の小・中学校で実施しました。評価はｂです。食材はに

んじん、じゃがいも、コマツ菜、米、スイカ、キャベツなどです。 

 次は重点課題である「事業者及び事業所への教育」、「担い手の育成・支援」に関する

施策です。番号１０４の施策です。消費生活センターでは「ちばし消費者応援団」登録制

度を実施しています。地域団体や事業者等に登録を促し、登録した団体に対して、情報提

供や施設の貸し出しなどの支援を通じて消費者教育の推進を図るものです。平成２７年度

は前年度と比べて１９団体増加した３６団体が登録しています。評価はａです。 

 続きまして、「千葉市消費者教育推進計画に基づく平成２７年度事業実績評価一覧」に

ついてご説明いたします。 

 参考資料の３をご覧ください。最初に、評価及び項目評価の考え方を説明します。平成

２７年度事業実績において施策ごとに記入している評価は、平成２６年度の実績を基準に、

平成２７年度の実績を各担当課において評価しています。 

 事業実績全体を通しての評価について説明します。個別施策について、分類ごとに重複

を含んで集計しますと、ａが７１個、ｂが１５５個、ｃが１５個、事業を実施したが申し

込みがなかったり、事業自体の見直しを実施したものは２個でした。また、個別施策は複

数の大分類・小分類に重複していますが、小分類ごとに項目評価を行ったところ、１１の

小分類すべてＢ評価でした。以上で説明を終わります。 

 

（飯森議長） 

 それでは、千葉市消費者教育推進計画に基づく平成２７年度事業実績についてご意見、
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ご感想等あればお願いします。 

 

（久保委員） 

番号６７のエコレシピ料理について、平成２７年度より対象者を一般から高校生に変更

したことにより、受講者が減少して評価がｃになっています。対象者を変更した理由及び

その効果について教えてください。 

 

（事務局） 

 対象者を変更した理由等までは、担当課に確認していなかったので、確認のうえ後日報

告します。 

 

（飯森議長） 

 消費者教育推進計画も昨年度策定されたばかりであり、試行錯誤のところもあるかと思

います。事務局は担当課に確認をして、報告をお願いします。 

（※後日、廃棄物対策課に確認。エコレシピ料理について、若年層のうちから周知・理解

をして貰いたいと考えており、高校生のみならず、指導する立場の家庭科の教員への周知・

啓発を考えて対象者を絞ったとのことでした。） 

 

（山岸委員） 

 番号１１の認知症サポーター養成講座については、緑区では私が校長をしている誉田中

学校以下、緑区の中学校全体で２９年度実施できるよう日程調整をしています。 

 

（飯森議長） 

 他にご意見、ご感想等ありますか。無いようなので、引き続き報告事項３「平成２７年

度消費生活相談の概要」について事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

 平成２７年度の消費生活相談の概要について、ご報告します。 

 お手元の資料４、「平成２７年度消費生活相談概要」をご覧ください。消費生活相談は、

消費者被害の的確、迅速な救済を目的に、消費生活相談員の資格を有する相談員を配置し、

情報の提供、解決方法の助言、あっせんを行っているものです。本日は「全体的な相談状

況はどうなっているのか」、「相談者の年代的な特徴、特に高齢者や若者はどういう状況

なのか」、「相談の内容についてどのような特徴があるか」といった点について、資料に

即しご説明させて頂きます。 

 それでは、資料の１ページをご覧ください。まず「相談全体の概要」の（１）の「年度

別相談件数の推移」ですが、年々増加する傾向にあり、平成２７年度は、６，５２３件で、
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前年の６，４６６件と比較しますと、５８件、０．９％増加しております。（２）の「月

別相談件数」については、ご覧の表のとおりです。 

 ２ページをご覧ください。（３）の「相談方法別の件数」ですが、電話での相談が５，

６８７件で全体の約９割と圧倒的に多く、次いで来訪が８０１件、文書・インターネット

が３６件の順になっております。続きまして、Ⅱの「相談の特徴」についてご説明いたし

ます。平成２７年度の契約当事者の年代別の特徴ですが、４０代が１，０５０件、１６．

１％で最も多く、次いで６０代の９５９件、１４．７％、７０代の９５１件、１４．６％

と続いております。 

 ３ページをご覧ください。（２）の「６０歳代以上の相談」ですが、「相談件数の推移」

を見てみますと、年々増加する傾向にあり、契約当事者が６０歳代以上の相談件数は２，

３４１件で前年度の２，３５１件に比べ１０件、率にして０．４％減少しましたが、８０

歳代以上の相談は年々増えております。 

 ４ページをご覧ください。イの「商品・役務の状況」ですが、ご覧の表のとおり、平成

２７年度は「アダルト情報サイト」に関するものが１８１件で最も多く、次いで「デジタ

ルコンテンツ」が１６８件、「商品一般」が１４４件と続いております。１位の「アダル

ト情報サイト」、２位の「デジタルコンテンツ」は、すべての年代から多く見られますが、

４位の「冠婚葬祭互助会」については、６０歳代以上の方からの相談が特に多く寄せられ

ています。 

 ５ページをご覧ください。（３）の「２０歳代以下の相談」ですが、アの「相談件数の

推移」を見てみますと、年々増加する傾向にあり、契約当事者が２０歳代までの相談件数

は７３４件で前年度の６６４件に比べ７０件、率にして１０．５％増加しております。 

 全体の相談のうち、２０歳代以下の相談が占める割合は、１０～１２％前後で推移して

おります。 

 ６ページをご覧ください。イの「商品・役務の状況」ですが、ご覧の表のとおり平成２

７年度は「アダルト情報サイト」に関するものが１５８件で、２位以下の相談件数に比べ

て非常に多く、若者全体の相談件数７３４件のうち約２２％を占めております。２位以下

については、「賃貸アパート」が３５件、「出会い系サイト」が２６件と続いております。 

 ７ページをご覧ください。２の相談内容の特徴についてご説明いたします。（１）の「相

談件数の多い商品・薬務」の特徴としましては、アダルト情報サイトが７１２件で最も多

く、デジタルコンテンツの３９３件、商品一般の３０６件と続いております。前年度と比

較してみますと、デジタルコンテンツに関するものが、約１５０件増加しております。そ

の他の特徴といたしまして、平成２５年度は上位圏外であった「光ファイバー」と「携帯

電話サービス」の相談が年々増加しております。 

 ８ページをご覧ください。（２）の「販売購入形態別の相談」の特徴ですが、「店舗購

入」と通信販売等による「無店舗」に分けられます。これらを比較しますと、店舗購入が

１，６８６件に対しまして、無店舗が３，５３０件となっております。無店舗の内訳を見
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ますと、通信販売による相談が最も多く、中でも「アダルト情報サイト」や「デジタルコ

ンテンツ」「出会い系サイト」など、インターネット関連の相談が上位を占めております。 

 ９ページをご覧ください。「不当請求に関する相談」の件数の推移ですが、不当請求に

関する相談は１，６６０件で、前年度と比較して２２件、率にして１．３％減少しており

ます。全相談に占める不当請求に関する割合は、平成２５年度までは２０％前後で推移し

ておりましたが、平成２５年度以降は２５％を超え、高い割合となっております。 

 １０ページをご覧ください。「架空請求・ワンクリック請求に関する相談件数が多い商

品・役務」ですが、架空請求に関する相談では、「デジタルコンテンツ」が最も多く、相

談内容は有料サイト等の身に覚えのない請求に関するものが大多数を占めております。他

にも「アダルト情報サイト」「他のデジタルコンテンツ」などインターネットに関連する

相談が多く寄せられています。ワンクリック請求に関する相談では、「アダルト情報サイ

ト」に関する相談が約８５％を占めております。ほとんどの相談が、メールやインターネ

ットのサイトで、何らかの項目をクリックしたところ、突然「登録完了」などと表示され、

高額な料金を請求されるという内容でした。 

 １１ページをご覧ください。「金融商品に関する相談」ですが、「公社債・未公開株・

ファンド型投資商品に関する相談件数の推移」を見ますと、「公社債」の相談は増加して

おりますが、「未公開株」「ファンド型投資商品」に関する相談は大幅に減少しておりま

す。「契約当事者の年代別割合」ですが、「ファンド型投資商品」「公社債」「未公開株」

のいずれも６０歳以上の契約者からの相談が多くなっております。 

 １２ページをご覧ください。「危害・危険に関する相談」ですが、「危害・危険に関す

る相談の推移」を見てみると、平成２７年度の危害に関する相談は７６件で、前年度と比

較して３件増加しております。また、危険に関する相談は３１件で、前年度と比較して８

件減少しております。「危害・危険に関する相談件数が多い商品・役務」ですが、「保健・

福祉サービス」が最も多く、次いで「保健・福祉サービス」が最も多く、次いで「保健衛

生品」「食料品」の順となっております。 

 １３ページをご覧ください。「多重債務に関する相談」ですが、「多重債務に関する相

談件数の推移」を見てみますと、多重債務に関する相談は、１４５件で前年度の１５３件

に比べ８件、率にして５．２％減少しております。ここ５年間の傾向としては減少傾向に

あり、全相談件数に占める割合も減少しております。 

 １４ページをご覧ください。イの「契約当事者の年代別割合」ですが、相談件数１４５

件のうち、４０・５０代の男性からの相談が多く、全体の５３％を占めております。ウの

「多重債務の相談」ですが、これについては、千葉県弁護士会との協定に基づき、毎月２

回、第２・第４木曜日に弁護士による特別相談を実施し、相談者の債務整理を支援してい

るものです。相談件数は、平成２７年度は前年度と比べて増加しておりますが、傾向とし

ては減少の傾向にあります。 

 １５ページ、１６ページは参考資料ですので、後ほどご覧いただければと思います。 
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 以上で、報告を終わります。 

 

（飯森議長） 

 ただいまの事務局説明について、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

＜各委員 意見・質問なし＞ 

 

（飯森議長） 

 質問がないようですので、報告事項３については以上とします。続きまして報告事項４

「平成２８年度主要事業（消費生活センター）」について事務局より説明願います。 

 

（角川消費生活センター所長） 

 それでは、説明します。まず、（１）第３次消費生活基本計画策定については、先ほど

諮問させていただいたとおりです。基本計画検討部会の委員の皆様におかれましては、後

日部会開催のご連絡をしますので、よろしくお願いします。 

 （２）暮らしの情報いずみ特集号については、啓発のために、タブロイド判４ページに、

消費生活センターの事業や、消費者教育に関する記事を掲載し、市政だよりに折り込み、

市内全域に配布をします。これについては、昨年度から実施しており、約３６万部を配布

しました。今年度も同程度の部数を見込んでいます。点字版・音声版も作成し、配布しま

す。 

 （３）啓発物品（円形ポップ）の配布については、審議会委員である余語様が会長をさ

れている民生委員児童委員協議会にご協力いただき、５月から６月にかけまして、７５歳

以上の高齢者世帯に対して、民生委員の皆様を通じて配布を行いました。配布部数は９９，

８００部です。 

 （４）特別支援学級向け指導料資料の作成については、大人になった時の被害が懸念さ

れる特別支援学級の生徒たちのための教材を作成するものです。金銭感覚に関する教材を

作成するため、現在部会を設置して検討しております。なお、この部会には、教育委員会

指導課の指導主事や、小学校特別支援学級及び養護学校の教員の皆様にご参加いただいて

おります。 

 （５）消費者教育ポスター募集については、「おこづかいを計画的に使うためのコツ」

や「インターネット安全に使うために気を付けること」をテーマに市内の小・中学校の児

童生徒からポスターを募集するものです。すでに６月中に小・中学校に依頼をしており、

夏休み明けに提出される応募作品の選考を行い、選考後に作品を区役所等で巡回展示を実

施する予定です。なお、この事業は平成２７年度から実施しましたが、その際には委員の

豊田様が店長をされているそごう千葉店でも展示にご協力いただきました。 

 （６）ちばし消費者応援団登録制度については、自ら進んで消費者教育に親しみ、実践
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する個人や、消費者教育に関する活動を行っている団体・事業者を対象として、消費者被

害などの消費者教育に関する情報提供や、施設の貸し出し等の支援を実施するとともに、

連携して消費者教育を推進しています。また、個人・団体とも周知を行い、登録者の増加

を図ります。 

 以上で、報告を終わります。 

 

（飯森議長） 

 ただいまの事務局説明について、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

＜各委員 意見・質問なし＞ 

 

（飯森議長） 

 質問がないようですので、報告事項４については以上とします。続きまして次第５「そ

の他」について事務局から何かあるますか。 

 

（角川消費生活センター所長） 

 特にありません。 

 

（飯森議長） 

 これをもって本日の審議は終了といたします。先ほど、事務局から説明がありました案

件以外でも、今後消費生活に関する重要な事案について審議の必要があると判断される場

合には、審議会の招集をかけさせていただくこととなりますので、審議員の皆様にはご理

解、ご協力をお願いいたします。 

それでは、皆様、長時間にわたる審議にご協力いただきましてありがとうございました。

進行を事務局に戻します。 

 

（事務局） 

 これをもちまして、平成２８年度第１回消費生活審議会を終了いたします。ありがとう

ございました。 


